
●対象となる賃金額と最低賃金額の比較

【最低賃金の計算方法】その1

1．時間給の場合

時間給　≧　最低賃金額（時間額）

２．日給の場合

日給　÷　１日の所定労働時間　≧　最低賃金額（時間額）

３．月給の場合

月給　÷　１箇月平均所定労働時間　≧　最低賃金額（時間額）

換算方法は次の計算例を参照
（適用される最低賃金は宮崎県最低賃金　714円(時間額)とする）

＜例１＞月給制の場合の計算方法

・年間所定労働日数　２５０日 ・基本給 ９５，０００円
・１日の所定労働時間　７時間３０分 ・職務手当 ２０，０００円

・通勤手当 　４，１００円
・時間外手当 １５，０００円

合計  １３４，１００円

①.支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当、時間外手当を
 除きます。 

１３４，１００円－（４，１００円 ＋ １５，０００円）＝１１５，０００円

②.この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、

１１５，０００円×１２箇月
　２５０日×７．５時間

となり、最低賃金額以上となります。

◆支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象
となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。

＝ ７３６円＞７１４円

参 考 資 料 

60



＜例２＞日給制と月給制の組み合わせの場合

・年間所定労働日数　　　２５０日 ・基本給（日給） 　４，５００円
・１日の所定労働時間　７時間３０分 ・○月の労働日数 　　　　２０日

・職務手当 １５，０００円
・通勤手当 　４，１００円

合計  １０９，１００円

（１５，０００円 ＋ ４，１００円）－ ４，１００円 ＝ １５，０００円

②.基本給（日給制）と手当（月給制）のそれぞれを時間額に換算し、合計すると、

基本給の時間換算額　　４，５００円 ÷ ７．５時間／日 ＝ ６００円／時間　

１５，０００円×１２箇月
　２５０日×７．５時間　　２５０日×７．５時間

合計の時間換算額　　６００円 ＋ ９６円 ＝ ６９６円＜７１４円

となり、最低賃金額を下回ることなります。

手当の時間換算額 ＝ ９６円／時間

①.支給された賃金(手当(月給制))から、最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当を
除きます。
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【最低賃金の計算方法】その2

1．オール歩合給制の場合

歩合給の時間当たりの賃金額　＝　歩合給　÷　月間総労働時間

２．固定給＋歩合給制の場合

＜事例＞
所定労働時間・・・・・・１７０時間

月間総労働時間　２００時間 時間外労働時間・・・・・・３０時間
（うち深夜労働時間・・・・１５時間）

換算方法は次の計算例を参照
（適用される最低賃金は宮崎県最低賃金　７１４円(時間額)とする）

＜例１＞オール歩合給制の場合の計算方法

歩合給 ・・・・・・・・・・・・・・１４４，０００円

総支給額 時間外割増賃金 ・・・・・・・・・・ 　　５，４００円
 １５２，１００円 　　（１４４，０００円÷２００時間×０．２５×３０時間）

深夜割増賃金・・・・・・・・・・・ 　　２，７００円
　　（１４４，０００円÷２００時間×０．２５×１５時間）

歩合給（１４４，０００円）÷月間総労働時間（２００時間）＝　７２０円

よって、７２０円＞７１４円　となり、最低賃金額以上となります。

●歩合給の時間当たりの賃金額は、歩合給の額をその歩合給を得るために働いた
総労働時間（所定労働時間＋時間外労働時間）で割って計算します。

●固定給と歩合給それぞれ時間当たりの賃金額を計算し、両方を合算したもの
が、時間当たりの賃金額となります。（固定給のうち精皆勤手当、通勤手当、家
族手当は除く）
時間当たりの賃金額　＝　固定給の時間当たりの賃金額 ＋ 歩合給の時間当たり
の賃金額　＝　（固定給　÷　所定労働時間） ＋ （歩合給　÷　月間総労働時
間）

　時間外と深夜の割増賃金は、最低賃金額との比較にあたって算入されず、歩合給
の部分の時間当たりの計算をするので、
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＜例2＞固定給＋歩合給制の場合の計算方法

固定給 ・・・・・・・・・・・・・ ８５，０００円

歩合給 ・・・・・・・・・・・・・ ５６，０００円

固定給に対する時間外割増賃金 ・・・・１８，７５０円
　　（８５，０００円÷１７０時間×１．２５×３０時間）

総支給額
 １６４，７７５円 固定給に対する深夜割増賃金 ・・・ 　１，８７５円

　　（８５，０００円÷１７０時間×０．２５×１５時間）

歩合給に対する時間外割増賃金 ・・・・　２，１００円
　　（５６，０００円÷２００時間×０．２５×３０時間）

歩合給に対する深夜割増賃金 ・・・　１，０５０円
　　（５６，０００円÷２００時間×０．２５×１５時間）

　固定給と歩合給の時間当たりの賃金額は、それぞれ

固定給（８５，０００円）÷　所定労働時間（１７０時間）＝５００円 ・・・①
歩合給（５６，０００円）÷月間総労働時間（２００時間）＝２８０円 ・・・②

よって、７８０円＞７１４円　となり、最低賃金額以上となります。

◆タクシー運転者には、地域別最低賃金が適用されます。賃金制度が、「固定給＋
歩合給（出来高払）制」の場合も、いわゆる「オール歩合給制」の場合も、１時間
あたりに換算した賃金額が、都道府県ごとに定められた最低賃金額を下回らないよ
うにすることが必要です。

となり、固定給と歩合給の合算額７８０円（＝①+②）が、時間当たりの賃金額にな
ります。
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